
■都市計画公園の変更について

厚別山本公園

1 都市計画変更の内容 

名 称：5・6・13 号 厚別山本公園 

内 容：都市計画公園区域の変更 

面 積：約 52.1ha 

位 置：札幌市厚別区厚別町山本 

2 経 緯 

本公園は、札幌市が取得し、昭和 55 年から札幌市のごみ埋立処分場として使用され、平成

18 年に埋立を完了した土地である。 

平成 23 年 3 月に策定した「札幌市みどりの基本計画」における環状グリーンベルトの拠点

公園の一つであり、厚別区を中心とした市民のレクリエーション活動の拠点と位置づけられ

ている。 

平成 24 年 4 月 27 日付札幌市告示第 1024-3 号をもって都市計画決定がなされ、平成 31 年

3 月に総合公園として一部供用開始されている。 

航空写真（平成 28 年撮影） 

5･6･13 号 

厚別山本公園 

裏面拡大図参照 



3 変更理由 

厚別山本公園に隣接する道路事業等(「エリア①道路の新設」及び「エリア②人道橋整備」)

が一部既決定区域にかかることから当該地において区域の減変更を行う。 

また、都市公園は、緑とオープンスペースの中核をなすものであり、その積極的な整備を図

るとともに都市住民共通の貴重な財産として、その存続を図ることが必要とされるため、減変

更と同等以上の面積を持つ用地(「エリア③道路区域の見直しによる」)を公園隣接地に確保

し、当該地において区域の増変更を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考）関連する他の施設計画の概要 

  ・山本小野津幌川沿線道路整備事業 

   事業区間：山本線～道道大麻東雁来線(厚別通) 

   事業着手：平成 28 年度 

   工事着手：令和 3年度以降 

  ・山本中橋の改修及び人道橋の新設 

   工事着手：令和元年度 

   供用開始：令和 2年度 

エリア 内容 目的 面積 

エリア① 道路の新設 

交通量の分散による山本線の交通混雑解消と大規模

施設へのアクセス性向上を図るため山本小野津幌 

川沿線道路整備事業を実施する。 

△1,024 ㎡ 

エリア② 人道橋の整備 
山本中橋の既設橋梁を車道専用化し、人道橋を新設す

ることによって安全性の向上を図る。 
△12 ㎡ 

エリア③ 
山本東線の道路

区域の見直し 

公園面積減の代替地として道路区域から公園の都市

計画公園区域へ編入する。 
＋1,330 ㎡ 

面積合計 ＋294 ㎡ 

写真 エリア②：山本中橋より計画地を東に望む 写真 エリア③：山本東線より計画地を南に望む 

※赤線が変更後都市計画公園区域、黄線が変更前都市計画公園区域 

エリア①：1,024 ㎡ 

道路新設により区域減 

エリア③：1,330 ㎡ 

道路区域の見直し(道路区域→

公園区域)により区域増 

エリア②：12 ㎡ 

人道橋整備により 

区域減 

人道橋 山本小野津幌川沿線 

写真撮影方向 


